
 
 
 

   
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《お問い合わせ》 

農場から最寄りの各県民局農林（水産）振興事務所 農政振興課 

または、兵庫県農政環境部農業経営課（企業の農業参入推進事業担当） 
ＴＥＬ： ０７８－３６２－４０３５ 

 

○新規参入時の経営の確立、定着にかかる支援 

   ・農業生産技術や経営ノウハウの習得 

   ・農産物を活用した新商品開発等 

   ・参入地域との協同活動や地元農家の参画を図るための活動 

 (例)  農業コンサルから 1 年を通じた栽培技術の習得 

     加工品の試作とパッケージデザインによる商品力強化 

○雇用者を増加させる企業の新たな取組を支援 

・新しい事業の実施 

・新規雇用者を指導できる栽培指導者の育成 

 (例)  インターネットを利用した新たな販売方法の検討  

   農場長とする社員育成のため、地元篤農家へ派遣 

   自社の技術やシステムを活用した営農モデルの開発 

①、②にかかる報償費、賃金、旅費、需用費、役務費、委託料 等のソフト経費 

 

（農地所有適格法人は対象外）

 ・兵庫県内で農業を行う、農業を主たる事業としない法人 

・上記の企業が農業をするために設立した法人 

 ・①参入定着支援   参入後５年以内の法人 

 ・②経営力向上支援  雇用を増加させる法人 

 ・経費の１／２以内。補助金の上限額は、下記のとおり 

①参入定着支援   １０0 万円/企業 

   ②経営力向上支援   40 万円/企業 

 

企業の農業参入を応援します！ 

主な要件・補助額 

・目的に応じたメニューで参入から定着までを支援 

・栽培技術や経営ノウハウの習得、経営の発展に向けた 

取組みなど個別課題に対応 

支 援 内 容 



条件不利農地集積奨励事業【２１，６００千円】
事業量：98ha

Ｒ４いきいき農地バンク方式推進事業
（推進事務費を含む事業費（地域創生等）） 【52,067千円】

①効率的な農地耕作状況の把握 ［2,150千円］
事業量：３市町

②農地活用施策のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ ［2,936千円］
事業量：６地域

③新たな担い手を呼び込むための地域への支援［10,600千円］
・不耕作農地の解消・短期保全管理支援

事業量：６地域
・地域での受入体制発信

事業量：６地域
・草刈り作業の省力化支援

事業量：６地域

④小規模農家の営農継続と
担い手への農地集積支援 [13,400千円]
・小規模農家の農作業サポート支援
事業量：６地域

・担い手不在地域の集積活動支援
事業量：６地域

⑤耕作を引き受けた担い手への支援 ［22,800千円］
・農業機械の導入支援
事業量：６地域

・人材確保への支援
事業量：６地域

R4農地有効活用総合対策事業
（うち旧地域農地管理事業、旧条件不利農地集積奨励事業分）【5,802千円】

Ｒ３地域農地管理事業
（推進事務費を含む事業費（地域創生）） 【74,741千円】

①効率的な農地耕作状況の把握
事業量：３市町

②農地活用施策のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ
事業量：６地域

③小規模農家の営農継続支援

事業量：３団体

④新たな担い手を呼び込むための地域への支援

・不耕作農地の解消・短期保全管理支援
事業量：６地域

・地域での受入体制発信
事業量：６地域

・草刈り作業の省力化支援
事業量：６地域

⑤耕作を引き受けた担い手への支援
・農業機械の導入支援
事業量：６地域

・人材確保への支援
事業量：６地域

・農地集積・活用支援

・・条件不利農地集積奨励型

事業量：24ha

・・分散農地活用奨励型

事業量：48ha

・耕作条件改善支援

事業量：12ha

新

拡

018-09

拡



事業名 いきいき農地バンク方式推進事業【地方創生交付金事業】【R4年度予算額 52,067 (74,741)千円】

【事業の内容】

【目的】
将来の地域農業の担い手確保を見据えて地域での話合いを進め、集落ぐるみの農地の活用・保全と農地の集積・流動化等を

一体的に推進（いきいき農地バンク方式）し、地域の役割分担による農地の有効利用を図る。

【関連目標】ひょうご農林水産ビジョン2030
担い手への農地集積率66%、 農地中間管理事業の年間借受・貸付面積2,500ha

【問い合わせ先】
農業経営課 集落農業活性化班 078-362-4035

【事業イメージ】
１ 農地活用施策のコーディネート等 【2,936千円】

・コーディネーターが地域の話合いを促し、地域の現状や
課題を共有。地域とコーディネーターで農地の利用計画や、
地域と担い手の役割分担を整理

・本事業のメニューや、農地中間管理事業、基盤整備など農
地の維持・活用に向けた事業を検討

・地域の合意に基づき“活用すべき農地”の全てを一括し
て農地バンクへ貸付け。（いきいき農地バンク方式）

※当面は、自作を希望する小規模農家の農地もまるごと借受け

２ 新たな担い手を呼び込むための支援 【10,600千円】
担い手（地域農地管理者）がいない地域では・・・
ア 担い手が確保できるまでの間、不耕作農地の保全管

理を最寄りの農家に委託。
イ 新規就農者や企業など新たな担い手の呼び込みに向け、

技術習得や住宅支援など地域での受入体制をとりまとめ、
就農支援センターや農業サイトなどで情報発信。

ウ 担い手支援のため、草刈の体制づくりに取り組む地域に
ラジコン式草刈機等を貸出し。

３ 小規模農家の営農継続や担い手への農地集積【13,400千円】

・地域内外の人材を活用した小規模農家へのｻﾎﾟｰﾄや担い手
への農地集積に向けた活動を実施。

４ 耕作を引き受けた担い手への支援 【22,800千円】
・担い手の規模拡大に必要な機械導入等のメニューを活用

いきいき農地ﾊﾞﾝｸ方式を通じた
地域の役割分担による農地有効利用の実現

農地のゾーニング
役割分担による

農地の有効利用

令和４年３月９日

メニュー
（事業主体）

内 容 補助額（補助率）

１ 農地活用施策の
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ （県）

地域主導の話合いを促し、守るべき農
地の明確化とその維持・活用に向けた
事業メニュー等を提案

地元負担なし
２ 新たな担い手を

呼び込むための
支援（県）

ア 不耕作農地の短期保全管理支援
イ 地域での就農受入体制を情報発信
ウ 草刈作業の省力化支援

３ 小規模農家の営
農継続や担い手
への農地集積支
援（ア：ＪＡ出
資法人、NPO法
人、農業法人等
イ：市町）

ア 小規模農家の農作業をサポートす
る農業法人等に活動費を助成

イ いきいき農地ﾊﾞﾝｸ方式による営農
継続や農地の流動化、担い手への
集積に向けた地域活動に対し助成

ア 上限50万円
（1/2以内等）

イ 定額
（担い手がいない地
域を対象に機構への
貸付面積、活用率等
に応じて交付）

４ 耕作を引き受け
た担い手への支
援（担い手等）

ア 規模を拡大する際に必要となる農
業機械の導入費を助成

イ 作物の生産・販売など規模拡大に
かかる人件費等を助成

ア 上限300万円
（1/3以内等）

イ 120万円/年

５ 効率的な農地
耕作状況の把握
（県）

衛星データ等を活用した農地の耕作状
況把握モデルの構築

地元負担なし
※システム実証３市町

非農地化

担い手（ＪＡ出資法人）

当面自作を希
望する農家

認定新規就農者

現状把握と
話合い



農地有効活用総合対策事業
【２０,０００千円】

①耕作放棄地再生・活用支援［1,531千円］
事業量：3.9ha
荒廃農地等の再生・活用・保全管理の取組に支援

②耕作放棄地粗放的利用支援［9,500千円］
事業量：５地区
荒廃農地等の粗放的利用（放牧、蜜源作物生産）

の取組に支援

⑥耕作放棄地発生防止・活用支援［667千円］
事業量：業務委託１件
荒廃農地等の活用方策の提案、先進事例の情報

収集・とりまとめ

④未整備農地集積奨励支援［5,802千円］
事業量：25ha
未整備農地を借り受けて活用する取組に支援

⑤分散農地集積奨励支援［1,500千円］
事業量：15ha
離れた農地を借り受けて活用する取組に支援

③耕作条件改善支援［1,000千円］
事業量：4ha
小区画や排水不良等を改善する取組に支援

耕作放棄地活用総合対策事業
【２，１９８千円】

①耕作放棄地整備事業

事業量：3.9ha

②耕作放棄地発生防止・活用支援事業

事業量：業務委託１件

条件不利農地集積奨励事業
【２１，６００千円】

①奨励金

事業量：98ha

②事業推進費

事業量：１式

地域農地管理事業（農地集積・活用支援、耕作条件改善支援）

【１２，６００千円】
①農地集積・活用支援

条件不利農地集積奨励型

事業量：24ha

分散農地活用奨励型

事業量：48ha

②耕作条件改善支援

事業量：12ha

新

事業目的： 集落や担い手等が、遊休農地や荒廃農地、条件不利農地、獣害被害等の課題を一体的に解消することにより、
活用すべき農地の一体的な有効活用を推進し、地域農業の持続的発展と集落機能の維持・活性化を図る。

《Ｒ３》 《Ｒ４》

015-06



事業名 農地有効活用総合対策事業

【事業の内容】
(1)耕作放棄地再生・活用支援
耕作放棄地の再生作業、粗放的利用、保全管理に係る経費の
1/2以内を支援。（補助上限50,000円/10a）

(2)耕作放棄地粗放的利用支援（国事業：最適土地利用対策）
農地等の粗放的利用や生産性・有用性の検証に係る経費を支援。

(3)耕作条件改善支援
畦畔除去または暗渠排水設置に係る経費の1/2以内を支援。
（畦畔除去／暗渠排水：各補助上限25,000円/10a）

(4)未整備農地集積奨励支援
未整備農地を新たに借り受け、長期活用する取組を支援。

(5)分散農地集積奨励支援
分散農地を新たに借り受け、長期活用する取組を支援。
（10,000円/10a）

【目的】
未整備農地等の活用推進、遊休農地の解消とその発生の防止、農地の集積・集約を一体的に進めることに

より、地域農業の持続的発展と集落機能の維持・活性化に資する。

【関連目標】ひょうご農林水産ビジョン2030
担い手への農地集積率66％

【問い合わせ先】

農業経営課 集落農業活性化班 078-362-4035

【事業イメージ】
(1)耕作放棄地再生・活用支援
・特産作物等生産のため、刈払等により

農地を再生し、そばの種子を購入。
・棚田での放牧のため、電気牧柵等の

放牧施設を整備。
・耕作放棄地を担い手が確保できるまで

の期間、再生・保全管理。
☆本事業での支援･･･工事費、保全管理費等

(2)耕作放棄地粗放的利用支援
（国事業：最適土地利用対策）
・粗放的利用のため、刈払や電気牧柵等を整備。
・蜜源作物等の種苗や省力化機器を導入。
・専門家を入れて有事を想定した安定的な

食料生産の実証計画を策定。
☆本事業での支援･･･工事費、検証の経費等

(3)耕作条件改善支援
・区画拡大のため、障害となる畦畔を除去。
・排水不良の改善のため、暗渠排水を設置。
☆本事業での支援･･･工事費

(4)未整備農地集積奨励支援
・担い手等が規模拡大のために、農地バン

ク等を通じて、ほ場整備されていない
未整備農地を集積した時に奨励金を交付。

☆本事業での支援･･･集積に係る奨励金

(5)分散農地集積奨励支援
・担い手等が規模拡大のために、農地バン

ク等を通じて、既経営地に接していない
分散農地を集積した時に奨励金を交付。

☆本事業での支援･･･集積に係る奨励金

粗放的農地利用（ソフト事業） ：1地区交付額上限最大2,500千円
（ただし生産性検証事業と併用する場合は交付無し）

（ハード事業） ：平地50％、中山間地域55％
交付額上限6,000千円

生産性検証事業（ソフト・ハード）：1地区交付額上限10,000千円

未整備農地（一般） ：20,000円/10a
未整備農地（悪条件地）：40,000円/10a

【R4年度予算額 19,333千円】

耕作放棄地を活用した放牧

･･･既経営地

面積狭小

未整備農地

耕作放棄地

排水不良 分散農地

蜜源作物の栽培

一体的に条件改善



森林

遊休農地や荒廃農地、条件不利地の一体的な有効活用
（農地有効活用総合対策事業）

：整備済み

森林

再生作業

畦畔除去 排水対策

再生作業

遊休農地解消・区画拡大 耕作条件改善

粗放的利用

集積奨励支援

事業目的、効果等・・・集落や担い手等が、遊休農地や荒廃農地、条件不利農地、獣害被害等の課題を一体的に解消することにより、
活用すべき農地の一体的な有効活用を推進し、地域農業の持続的発展と集落機能の維持・活性化を図る。

：担い手

：自給的農家

《現状》 《活用後》

防護柵設置バッファーゾーン整備

林地化

≪活用事業≫
耕作放棄地活用総合対策事業：再生作業
地域農地管理事業 ：畦畔除去、排水対策
条件不利農地集積奨励事業 ：集積奨励支援 ≪連携事業≫

獣害ベルト緊急整備事業 ：防護柵設置、バッファーゾーン整備
中山間地域等直接支払制度：
野生動物共生林整備 ：

・個々の取組により効果が限定
・農業者等が活用事業毎に申請

・一体的な取組により相乗効果を期待
・メニュー化により農業者等の申請を簡素化

林地化

≪活用事業≫
農地有効活用総合対策事業：再生作業、畦畔除去、排水対策、

粗放的利用、集積奨励支援
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メニュー（事業主体） 支援内容 補助額（補助率） 

① 農地活用施策のｺｰﾃﾞｨﾈ

ｰﾄ（県） 

地域主導の話合いを促し、守るべき農地

の明確化とその維持・活用に向けた事業

メニュー等を提案 
地元負担なし 

② 新たな担い手を呼び込

むための支援（県） 

ア 不耕作農地の短期保全管理支援 

イ 地域での就農受入体制を情報発信 

ウ 草刈作業の省力化支援 

③ 小規模農家の営農継続

や担い手への農地集積

支援（ＪＡ出資法人、NPO

法人、農業法人等/市町） 

ア 小規模農家の農作業をサポートする

農業法人等に活動費を助成 

イ いきいき農地ﾊﾞﾝｸ方式による営農継

続や農地流動化、担い手への集積に

向けた地域活動に対し定額助成 

ア 上限５０万円 

（1/２以内等） 

イ 定額（面積、活用

率等による） 

④ 耕作を引き受けた担

い手への支援（担い

手等） 

ア 規模を拡大する際に必要となる農業

機械の導入費を助成 

イ 作物の生産・販売など規模拡大にか

かる人件費等を助成 

ア 上限 300 万円 

（1/3 以内等） 

イ １２０万円/年 

① コーディネーターが地域の話合いを促し、地域の現状や課題を共有。 

  地域とコーディネーターで農地の利用計画や、地域と担い手の役割分担を整理。 

地域の合意に基づき“活用すべき農地”の全てを一括して農地バンクへ貸付け。 

※当面自作を希望する自給的農家の農地もまるごと借受け 

② 担い手（地域農地管理者）がいない地域では・・・ 

ア 担い手が確保できるまでの間、不耕作農地の保全管理を最寄りの農家に委託。 

  イ 新規就農者や企業など新たな担い手の呼び込みに向け、技術習得や住宅支援など地域で

の受入体制をとりまとめ、就農支援センターや農業サイトなどで情報発信。 

  ウ 担い手支援のため、草刈の体制づくりに取り組む地域にラジコン式草刈機等を貸出し。 

③ 地域内外の人材を活用した小規模農家へのｻﾎﾟｰﾄや担い手への農地集積に向けた活動を実施。 

④ 機械導入や人材確保、基盤整備事業、多面的機能支払交付金、機構集積協力金などの関連施

策を利用し、地域と耕作を引き受けた担い手が、役割分担に基づき農地を有効活用。 

 

現状把握と話し合い 

「いきいき農地バンク方式」で 

田んぼとむらの問題を解決しませんか？ 

農地利用のゾーニング 役割分担による農地の有効活用 

非農地化 

担い手Ａ（ＪＡ出資法人） 

当面自作を希望 

する農家 

認定新規就農者 B 

１ 取組イメージ 

２ いきいき農地バンク方式推進事業の支援メニュー 

○ 兵庫県農業経営課 いきいき農地バンク推進事業担当 Tel: 078-362-4035         

○ 各市町農政担当課、県内 10 箇所にある最寄りの農林振興事務所まで。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


